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はじめに 
 

❒ エコアクション２１とは 

エコアクション２１は、全ての事業者が環境への取組みを効果的、効率的に行

うことを目的に、環境に取り組む仕組みを作り、取組みを行い、それらを継続的

に改善し、その結果を社会に公表するための方法について、環境省が策定したガ

イドラインです。 

エコアクション２１ガイドラインに基づき、取組みを行う事業者を、審査し、

認証・登録する制度が、エコアクション２１認証・登録制度です。 

 

❒ 環境活動レポートの位置づけ 

豊島区では、区民誰もが幸せを実感できる健やかで美しく豊かな環境を、未来

の世代へ継承することができる地域社会（環境都市）を目指した「豊島区環境基

本条例」に基づき「豊島区環境基本計画」を策定し、地球温暖化対策に取り組ん

できました。 

この計画を効果的、効率的に推進していくため、エコアクション２１の環境経

営システムを取り入れ、ＰＤＣＡサイクルを基本とした継続的な環境への取組

みを進めていくとともに、その結果を環境活動レポートとして作成・公表してい

きます。 
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１ 環境方針
 

 

１－１ 基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－２ 行動指針 

 

全職員が、環境方針や環境目標を認識し、積極的に環境に配慮した行動を実施

していきます。 

また、環境に関する法令等を順守し、「エコアクション２１ 豊島区役所 環境

マネジメントシステム」を通じて環境配慮行動の継続的な改善を進め、その結果

を公表します。 

 

豊島区は日本一の高密都市であり、まちの活力を維持しながら、低炭

素社会に向けた取組みを推進し、環境への負荷を最大限減らす都市を

つくることが私たちの責任といえます。 

今日、温室効果ガスの排出に伴う地球温暖化等の環境問題は、国や地

域を越えた人類共通の課題となっています。2016 年 5 月、環境省は「地

球温暖化対策計画」を策定し、地方公共団体は、温室効果ガスを 2030

年度までに 2013 年度比で 39.8％の削減を目指すという高い目標が掲

げられました。 

この計画を踏まえ、「環境負荷の低減と都市の活力が両立する高密都

市」の実現に向け、自らが地域の一事業者として、温室効果ガスの削減

や生物多様性の保全などの環境課題に積極的に取組んでいきます。  
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１．ＣＯ２削減・省エネ行動 

全職員が各職場で使用するエネルギーについて常に関心を持ち、電気・ガ

ス使用量の削減や自動車燃料使用量の削減等に取組みます。また、環境配慮

型公共施設の整備や再生可能エネルギーの導入により、積極的・計画的にＣ

Ｏ2 削減に努めます。 

 

２．５Ｒの推進・紙の使用量の削減 

従来の「３Ｒ：リデュース（減量）＋リユース（再利用）＋リサイクル（再

資源化）」にリフューズ（購入しない）＋リペア（修理）を加えた「５Ｒ」を

推進し、廃棄物を限りなく抑制し、リサイクル率を 100％に近づけていき

ます。また、裏紙使用やシステム等の活用によるペーパーレス化により、紙

の使用量の削減に努めます。 

 

３．区有施設への新電力の導入 

  区有施設へ排出係数の低い新電力の導入を検討し、CO2 排出量の削減に

努めます。 

 

４．グリーン購入の推進・環境配慮契約の導入 

購入の必要性を十分に考慮し、品質や価格だけでなく、環境負荷ができる

だけ小さい製品やサービスを購入します。また、契約においては、価格に加

えて環境性能を評価し、総合的に優れた物品や役務等を供給する者を契約相

手としていきます。 

 

 

 

１－３ 各部の環境方針及び組織図 

 

エコアクション２１の取組みを組織的に進めるため、区の環境方針に基づき、

各部局の業務特性を踏まえた部局ごとの環境方針を策定 

政策経営部 

✜ 環境都市づくりの実現を目指し、環境に配慮した政策の積極的な推進に取り組

む。 

✜ 庁舎でのワークスタイルを考慮しつつ、会議回数の縮減、会議時間の短縮化に

よる節電に努め、省エネルギーを意識して業務遂行する。 

✜ 職員の環境意識をより高めるための啓発を図るとともに、５Ｒの推進に努
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める。 

総務部 

✜ 常に省資源・省エネルギーを意識し、節電の徹底により電力使用量を削減する。 

✜ ペーパーレス会議を推進し、紙使用量を削減する。 

✜ 環境配慮に関する職員の意識を高める。 

区民部 

✜ こまめに不要な照明の消灯などを行い、節電に努める。 

✜ 裏紙印刷・N アップ印刷やペーパーレス会議などを推進し紙類使用量の削減に

努める。 

✜ ごみの分別と庁内リサイクルの徹底を図る。 

✜ 所管する窓口、施設を通じて、環境に関する情報を発信し、区民への意識啓発

に努める。 

✜ マイボトル・マイカップの持参、クールビズの励行など、職員個々が省エネ・

省資源に向けた身近な取り組みを実践する。 

✜ 事務用品等は品質や価格だけでなく環境を考慮して、環境への負荷ができ

るだけ少ないものを選んで購入するグリーン購入を積極的に行う。 

文化商工部 

✜ 所管する各施設において、不用な照明の消灯など節電に取り組むと共に、省エ

ネルギーについて施設掲示等により区民に向けて環境問題に対する意識啓発

を行う。 

✜ 職場においては、節電への意識づけやペーパーレス化の推進による紙使用量削

減など職員全員が環境に配慮した取り組みを実施する。 

✜ 事務用品等は価格、品質だけで購入を決定するのではなく環境負荷が少ない製

品やサービス、施設整備を取り入れていく。 

環境清掃部  

✜ 紙使用量の削減(裏面印刷、Ｎアップ印刷）する。 

✜ グリーン購入を徹底する。 

✜ 節電を徹底する。 

保健福祉部 

✜ ＯＡ機器の扱いを見直し、紙使用量の削減等、省エネルギー､省資源を徹底す

る。 

✜ 超過勤務を可能な限り縮減し、やむを得ず超過勤務をする場合も、ノー残業デ

ーを回避するなどして、照明等のエネルギーの非効率な使用を防止する。 

✜ ５Ｒを意識し、再資源化に努める。 

保健福祉部（池袋保健所） 
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✜ 照明・OA 機器・空調等を使用する際は、節電・省エネを心掛ける。 

✜ 廃棄物の抑制と、リサイクル率の向上。 

✜ ペーパレス化の徹底と、環境に配慮したグリーン購入の励行。 

子ども家庭部 

✜ 環境配慮型施設運営の推進（節電による電力使用量削減やリサイクル品の活

用、紙使用量の削減、既存電球の LED 電球への取替促進時による CO₂削減） 

✜ 環境配慮型設備の導入（HF 照明・省エネルギー照明の利用、省エネルギー空

調機器の導入） 

✜ 環境配慮型施設整備の推進（複層ガラス化、グリーンカーテンの設置、緑化の

推進） 

都市整備部 

✜ 会議や打ち合わせの資料を見直すとともに、紙使用量の削減を図る。 

✜ 職員の環境配慮技術等への関心を高め、節電・省エネに取り組みながら業務に

あたる。 

✜ 環境負荷の軽減を目指して、建築物及び土木施設の建替えや改修に際し、省エ

ネルギー化を促進するとともに、長寿命化に向けての意識啓発を積極的に行

う。 

会計管理室 

✜ 財務会計システムの効果的運用や各種通知のメール周知・回答によりペーパレ

ス化を進めるとともに、裏紙の使用により紙使用量の削減に努める。 

✜ 消灯、パソコンやプリンターの電源のこまめなオン・オフにより節電に努めま

す。修理可能な物品は修理し、再利用することにより、廃棄物の削減、リサイ

クルの推進に努める。 

✜ 職員ポータルで物品の余剰・不足の情報を入手し、有効活用を図ることで物品

購入を抑制する。 

教育部 

✜ 児童・生徒の地球環境への関心を高めるため、高密都市ならではの都市型環境

教育を推進する。 

✜ 教育委員会事務局・小中学校・幼稚園及び子どもスキップのすべての職員が省

資源・省エネルギーを強く意識し、電気・ガス使用量の削減やグリーンマーク

の付いている製品の購入推進などの環境に配慮した行動を実行する。 

✜ 学校改築・改修等を実施する際は、再生可能エネルギーの導入や省エネルギー

設備の導入を積極的に推進する。 

選挙管理委員会事務局 

✜ 不必要な照明の消灯、休憩時においてＰＣをスリープ状態にする等の取組みを
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促進し、省エネルギー化を行う。 

✜ 選挙執行および平常時に使用する資材について、可能な限り再利用し廃棄物の

削減に努める。 

✜ 全庁に周知するマニュアルを職員ポータルに掲載する等によるペーパレス化

の推進、ならびに会議資料の予備印刷分の削減等による印刷量削減に努める。 

監査委員事務局 

✜ 冷暖房の抑制や不要な照明の消灯など、節電に努める。 

✜ 紙の使用量の抑制に努める。 

✜ 物品の購入はグリーン調達を基本とする。 

区議会事務局 

✜ 事務局内の打合せはペーパーレス化を進めるとともに、紙で確認が必要な

場合は裏紙使用を心がける。紙資料はできるだけ１ページにまとめるよう

に工夫し、複数ページになる場合は両面コピーをするなど、紙資源の削減

をする。 

✜ 改選後の臨時会までに期間や区議会定例会中を除き、ノー残業デーを徹底

する。それ以外の日もできるだけ計画的に業務をすすめ、時間外勤務を減

らす。時間外勤務時には事務室内も必要箇所以外の電灯を消灯するように

努める。 

✜ 事務室の空調の設定温度を夏季は２８℃、冬期は２０℃を目安とし、会議

室の使用前後の空調使用時間も短縮するように努める。 
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２ 豊島区の概要 
 

２－１ 豊島区の地勢 

【位置】 

豊島区は東京23区の西北部に

位置し、東は文京区、南は新宿区、

西は中野区・練馬区、北は板橋区・

北区に隣接しています。区の中央

部は、東経 139 度 43 分、北緯

35 度 44 分にあたっています。 

【地勢】 

東西に 6,720 メートル、南北

に 3,660 メートルと「ふくろう

が羽を広げたかたち」をしてお

り、東京湾の平均海面を水準とし

て、高地が 36 メートル、低地が

8 メートルとおおむね台地状を

なしています。 

【面積】 

面積は 13.01 平方キロメートルで、23 区中 18 番目の広さです。 

 これは、東京都総面積の 0.595％、区部面積の 2.1％にあたります。 

 

２－２ 事業所名及び代表者 

❒ 事 業 所 名 ： 豊島区役所本庁舎 

❒ 代表者氏名 ： 豊島区長 高野 之夫 

❒ 所 在 地 ： 東京都豊島区南池袋 2-45-1 

 

２－３ 人口及び世帯数(令和 2年 4月 1日現在) 

❒ 住民登録 総数 289,776 人 

男性 145,029 人 

女性 144,747 人 

❒ う ち 外 国 人 数 28,177 人 

❒ 世 帯 数 180,183 世帯 
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２－４ 事業規模 

❒ 一般会計規模の推移 

 

❒ 職員数の推移（単位：人） 

 

 

 

２－５ 環境管理責任者 

環境清掃部長 髙桑 光浩 

 

２－６ 環境活動レポートの事務局(令和 2年 9月 1日現在)  

【事務局長】環境清掃部 環境政策課 岡田 英男 

【担 当 者】環境清掃部 環境政策課 調整グループ 石坂、宇野 

【連 絡 先】東京都豊島区南池袋 2-45-1 本庁舎 6 階 

TEL：03－3981－1293 FAX：03-3980-5134 

 

２－７ 認証範囲 

【認証施設】豊島区役所 本庁舎、豊島区役所 東池袋分庁舎、生活産 

業プラザ、池袋保健所、長崎健康相談所、東部区民事務 

所、教育センター、南池袋斎場、豊島清掃事務所、公園 

管理事務所・放置自転車対策事務所、道路工事事務所、 

年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

当初

予算 

1,022 億 

4,838 万円 

1,080 億 

8,616 万円 

1,113 億 

9,599 万円 

1,218 億 

769 万円 

歳出

決算 

1,020 億 

7,562 万円 

1,295 億 

7,938 万円 

1,367 億 

1,763 万円 

1,255 億 

4,944 万円 

 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

当初 

予算 

1,167 億 

70 万円 

1,246 億 

4,920 万円 

1,498 億 

3,786 万円 

歳出

決算 

1,172 億 

8,633 万円 

1,285 億 

9,335 万円 

1,424 億 

5,986 万円 

職員数／年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

全庁 1,970 人 1,973 人 1,970 人 1,971 人 

対象施設 993 人 953 人 1,886 人 1,955 人 

 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

全庁 1,970 人 1,973 人 1,985 人 

対象施設 1,960 人 1,963 人 1,975 人 
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雑司が谷旧宣教師館、東部子ども家庭支援センター、西 

部子ども家庭支援センター、心身障害福祉センター、東 

部障害支援センター、西部障害支援センター、区立保育 

園 22 施設、区民ひろば 26 施設、区立図書館 5 施設、 

男女平等推進センター 

【認証事業】認証施設内にある部局に属する事務事業 

 

 

２－８ 今後の認証範囲拡大予定 

 

令和2年4月1日現在

平成24年度
【認証済み】

豊島区役所　旧本庁舎
(豊島区東池袋1-18-1)

企画課、財政課、行政経営課、区長室、広報課、ｾｰﾌｺ
ﾐｭﾆﾃｨ推進室、ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ担当課、総務課、人事課、
人材育成課、契約課、危機管理担当課長、治安対策担
当課長、財産運用課、施設課、庁舎建設室、施設計画
課、庁舎建築担当課、区民課、税務課、国民健康保険
課、高齢者医療年金課、障害者福祉課、生活福祉課、
子ども課、子育て支援課、保育園課、住宅課、道路管
理課、道路整備課、交通対策課、公園緑地課、会計
課、教育総務課、学校運営課、学校施設課、教育指導
課、議会総務課、環境課、環境政策課、資源循環課

認証取得（予定）年度 認証取得（予定）施設 認証対象組織

令和2年度　豊島区エコアクション２１認証取得スケジュール

平成26年度
【認証済み】

豊島区役所　旧別館
(豊島区東池袋1-39-2)

福祉総務課、高齢者福祉課、介護保険課、中央保健福
祉センター

区民センター 選挙管理委員会事務局、監査委員事務局

生活産業プラザ 情報管理課、防災課、防災計画担当課長、生活産業課

平成27年度
【認証済み】

豊島区役所本庁舎
(豊島区南池袋2-45-1)
※旧グレースロータリー
　ビル庁舎が認証対象

区民活動推進課、地域区民ひろば課、文化デザイン
課、文化観光課、学習･スポーツ課、都市計画課、副都
心再生担当課、拠点まちづくり担当課、地域まちづく
り課、沿道まちづくり担当課、マンション担当課、建
築課、建築審査担当課

平成28年度
【認証済み】

池袋保健所 地域保健課、生活衛生課、健康推進課
東部区民事務所 東部区民事務所
西部障害支援センター 西部生活福祉課

認証取得済み施設名および取組み対象部署名は認証取得年度現在のものです。

令和2年度
【認証予定】

教育センター 教育センター

その他の施設

南池袋斎場、保育園(22施設)、区民ひろば(26施設)、
図書館(5施設)、雑司が谷旧宣教師館、豊島清掃事務
所、長崎健康相談所、子ども家庭支援センター (2施
設)、公園管理事務所(放置自転車対策事務所)、道路工
事事務所、心身障害者福祉センター、東部障害支援セ
ンター

※

男女平等推進センター 男女平等推進センター
平成29年度
【認証済み】

その他の施設
リサイクルセンター
雑司が谷公園
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３ 実施体制 
 

豊島区のエコアクション２１に基づく環境マネジメントシステムの取組みは、

「エコアクション２１ 豊島区役所 環境マネジメントシステム」に基づき、環境

配慮率先行動等を実施しています。 

実施体制図及び各自の役割については、次のとおりです。 

 

【実施体制】 
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【各自の役割】 

(ｱ)環境最高責任者：区長 

✜ エコアクション２１に係る代表責任者 

✜ 環境管理責任者の任命 

✜ 「豊島区役所 環境方針」の策定及び検討 

✜ 「豊島区役所 EMS」全体の評価と見直し 

(ｲ)環境管理責任者：環境清掃部長 

✜ 「豊島区役所 ＥＭＳ」の構築、周知、運用及び維持に関する実務上の責任者 

✜ 環境最高責任者への報告 

(ｳ)エコアクション２１事務局：環境政策課 

✜ 「豊島区役所 ＥＭＳ」の推進及び見直し 

✜ 光熱水使用量などの環境負荷の取りまとめ 

✜ 環境に関する研修の実施 

✜ エコアクション２１内部監査委員の任命 

✜ その他エコアクション２１に係る事務処理 

(ｴ)環境管理推進統括者：各部長 

✜ 部内における環境に関する管理統括者 

✜ 部の環境方針の策定 

(ｵ)環境管理推進責任者：各課長 

✜ 課内における環境に関する管理責任者 

✜ 課の環境目標の策定 

✜ 環境管理推進員の任命 

(ｶ)環境管理推進員：各課長が任命した１名以上の正規職員(再任用・再雇用・非常勤職員

を除く) 

✜ 課内における光熱水使用量など環境負荷の把握及び事務局への報告 

✜ 各課環境目標の達成に向けた環境活動の取組みの推進者 

✜ エコアクション２１内部監査委員(事務局より指名された場合) 

✜ その他、事務局との連絡担当(是正報告など含む) 

(ｷ)  (ｱ)～(ｶ)以外の全職員(再任用・再雇用・非常勤・委託・派遣・臨時職員含む) 

✜ 各課環境目標の達成に向けた環境活動の取組み 
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４ 環境活動 
 

４－１ 環境目標 

平成 27 年度は、本庁舎が 5 月に移転し旧庁舎とは建物の規模が大きく異

なること、平成 28 年度は、27 年度の運用月が１か月少ないなど正確な基準

を定めることができないことから、指標項目別の削減目標を設定しておりませ

んでした。 

平成 29 年度からは、29 年 3 月に改訂した「第三次 豊島区役所 地球温暖

化対策実行計画（事務事業編）」（計画期間：平成 29 年度～令和 5 年度）で

削減目標値を設定し、環境負荷の低減に努めてきました。 

【エネルギー源別温室効果ガス削減目標】 

 

 電力についての二酸化炭素排出係数は、環境省が公表する「電気事業者別排出係数」

を参照し、供給先の電気事業者の調整後排出係数を使用。 

 

 

 

 

※1 基準年の数値は、平成28年度末時点に認証を取得している施設の平成27年度の数値の合計
※2 燃料使用量はガソリン、軽油、LPG（液化石油ガス）、CNG（天然ガス）の4種類の合計

基準年※1 単年度目標

指標項目
平成27年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

(単位)

温室効果ガス排出量
4,686 -4.8% -7.2% -9.6% -12.0% -14.4% -16.8% -19.3%

(t-CO2)

電気使用量 2,629 -5.0% -7.5% -10.0% -12.5% -15.0% -17.5% -19.5%

都市ガス使用量 950 -5.0% -7.5% -10.0% -12.5% -15.0% -17.5% -19.5%

熱供給使用量 866 -5.0% -7.5% -10.0% -12.5% -15.0% -17.5% -19.5%

-6.0% -7.0% -8.0%

廃棄物排出量
379,771 -0.9% -1.9% -2.8% -3.7% -4.7%

自動車
燃料使用量 ※2

241 -2.0% -3.0% -4.0% -5.0%

-5.6% -6.5%

リサイクル率
41% 41.7% 42.4% 43.1% 43.7%

事業系一般廃棄物 (kg)

45.1% 45.8%
(％)

上水使用量
108,487 -2.8% -4.2% -5.6% -7.0%

-8.4% -9.8% -11.2%
(kg)

-8.4% -9.8% -11.2%
(㎥)

紙使用量
56,267 -2.8% -4.2% -5.6% -7.0%

44.4%
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４－２ 環境活動計画及び実績表（総合評価） 

職員一人ひとりが意識をもって行動するため、全庁的な取組事項を

定めました。この環境活動計画に基づき行動し、その取組状況を各職

場で毎月評価を行ないました。 

◎：よくできた(90％以上)、○：できた(70％以上)、△：不十分(60％未満) 

 

4-2 令和元年度 環境活動計画及び実績表（総合評価） 

職
員
の
取
組
み 

Ｃ
Ｏ2

削
減
行
動
・省
エ
ネ
行
動 

1 空調の取組み 95% ◎ 

2 照明の取組み 97% ◎ 

3 ＯＡ機器の取組み 87% ○ 

4 職員体制 91% ◎ 

5 電気使用量削減に関するその他の取組み 88% ○ 

6 低公害車の選定 100% ◎ 

7 適正な運転等による自動車燃料の削減 99% ◎ 

省
資
源
の
た

め
の
取
組
み 

1 紙使用量の削減 88% ○ 

2 水使用量の抑制 97% ◎ 

そ
の
他
環
境
配
慮
の

た
め
の
取
組
み 

1 グリーン購入（購入時） 

96% ◎ 2 グリーン購入（使用時） 

3 グリーン購入（不要時） 

4 廃棄物排出量の削減 91% ◎ 

施
設
管
理
者
の
取
組
み 

Ｃ
Ｏ2

削
減
行
動
・省
エ
ネ

行
動 

1 空調の取組み 92% ◎ 

2 照明の取組み 89% ○ 

3 ＯＡ機器の取組み 86% ○ 

4 職員体制 82% ○ 

5 電気使用量削減に関するその他の取組み 97% ◎ 

省
資
源
の 

た
め
の
取
組
み 

  水使用量の抑制 88% ○ 

そ
の
他
環
境
配
慮
の

た
め
の
取
組
み 

  廃棄物排出量の削減 92% ◎ 
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電気は基準年に比べ 27.4％削減しました。これは電気使用量の多い高圧

施設をＣＯ2 排出量の少ない新電力へ切り替えたことや、老朽化した街路灯

を長寿命の省エネ型街路灯に交換したことによります。 

今後さらにＣＯ2 排出量を削減するために、施設数の多い低圧施設におい

ても、再生可能エネルギーを主要な電源とする新電力への切り替えを検討し

ていきます。 

 

【 電 気 】本庁舎では LED 照明や人感センサーなど最新設備を積極的に導

  入しています。また出先施設も含め、消灯等の省エネに取り組ん                     

でいます。 

【 ガ ス 】本庁舎はオール電化です。 

【熱供給】主に本庁舎の空調で使用しているため、会議室など個別空調の

 設定温度の周知を徹底し、削減に努めています。 

【自動車燃料】低公害・低燃費車の導入やエコドライブを推進するよう啓発を行

っています。 

 

４－３ 令和元年度の取組実績と評価 

 ○：目標を達成した △：削減できたが目標を達成できなかった ×：削減できなかった 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ｔ-CO2） 基準年（Ｈ27） 目標値（削減率） R1 実績（削減率） 評価 

電気 2,629 
2,366 

（△10.0%） 

1,909 

（△27.4％） 
○ 

ガス 950 
855 

（△10.0%） 

747 

（△21.4％） 
○ 

地域冷暖房 866 
779 

（△10.0%） 

793 

（△8.4％） 
△ 

その他（自動車燃料等） 241 
231 

（△4.0%） 

197 

（△18.3％） 
○ 

合計 4,686 
4,236 

（△9.6%） 

3,646 

（△22.2％） 
○ 

二酸化炭素排出量 



 

 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇本庁舎の水に係る環境配慮技術 

本庁舎では、水循環システムを導入しています。「豊島の森」「グリーンテラ

ス」を流れる小川の水循環システムには、雨水を利用しています。建物に降っ

た雨水と小川の循環水は建物の地下ピットに貯えられ、昼夜間又は季節間の温

度変化の小さい特性を活用して、循環水の温度上昇や温度低下を防ぎます。水

循環のろ過装置は、地下 3 階の機械室と 10 階の「豊島の森」に設置してい

ます。これらによって、池や水槽では、めだかやどじょうといった小生物の育

成が可能となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（㎡） 基準年（Ｈ27） 目標値（削減率） R1 実績（削減率） 評価 

上水 108,487 
102,412 

（△5.6%） 

112,541 

（3.7％） 
× 

水使用量 

本庁舎では、雨水や上水などをポンプで庁舎全体に循環させる水循環シス

テムを導入して節水を行っています。令和元年度は基準年に比べ 3.7％水使

用量が増加しました。猛暑の影響で区民ひろばや保育園で水使用量が増えた

ことが要因と考えられます。引き続き、職員や施設利用者に節水を呼びかけ

ていきます。 
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 基準年（H27） 目標値（削減率） R1 実績（削減率） 評価 

事業系 

一般廃棄物 

排出量（kg） 426,455 
414,514 

（△2.8％） 

322,550 

（△24.4％） 
○ 

うちリサイクル

率（％） 
41％ 43.1％ 46.3％ ○ 

産業廃棄物 排出量（kg） 487,662 487,662 
480,228 

（△1.5％） 
○ 

※産業廃棄物の排出量については、庁舎移転等の関係で平成 27・28 年度は排出量が増大した

ため、基準年を平成 29 年度としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（㎏） 基準年（Ｈ27） 目標値（削減率） R1 実績（削減率） 評価 

コピー用紙購入量 56,267 
53,116 

（△5.6%） 

75,540 

（34.3％） 
× 

グリーン購入率 91％ 100％ 96％ △ 

紙使用量 

 

本庁舎では、紙の購入管理を一括にしており、また N アップ印刷やペー

パーレス会議を推進し、毎月各課で印刷した枚数を把握し周知をしていま

すが、令和元年度のコピー用紙の購入量は増加しました。ただ、グリーン購

入の取組みは定着してきており、購入率は増加しました。今後は、紙使用量

削減における取組み周知にさらに力を入れるとともに、グリーン購入率

100％を目指していきます。 

廃棄物排出量 

事業系一般廃棄物について、本庁舎では、ごみの捨て方や分別方法を具体的に

分かりやすく掲示し、また紙資源については分別 BOX を活用し、分別を徹底し

ています。出先施設を含め、合計ではリサイクル率 46.3％となりました。排出

量についても着実に削減されてきています。今後もさらなるリサイクル率向上と

排出量の削減に向けて取り組んでいきます。 
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４－４ 環境関連法規の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反・訴訟等

の有無 

豊島区役所において環境関連法規の遵守状況を確認及び評価した

結果、問題となることはありませんでした。また、環境関連法規の違

反、関係当局より違反等の指摘および訴訟はありませんでした。 

４－５ 今後の展望 

今後は、「第三次 豊島区役所地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」

（計画期間：平成 29 年度～令和 5 年度）を基に、より一層環境負荷

の低減に努めていきます。 

      

 

５ 環境負荷のさらなる低減のために 
 

令和元年度における、豊島区環境マネジメントシステムの取組みに対する区

長の評価と今後の方向性は次のとおりです。 

 

５－１ 取組み状況の評価 

平成 27 年 5 月に庁舎が移転し、ごみの分別やペーパーレス化な

どの様々な運用が変わってから、約４年間取り組んできました。これ

ら環境負荷低減のための取組みにおいては、着実に定着してきている

ものもあれば、そうでないものもあります。この間の取組みを活かし、

平成 29 年度からは出先施設も含めた全職員に対し、改めて環境方針

及び環境負荷低減のための取組みについて周知徹底を図るため、新た

に「エコアクション２１ 豊島区環境マネジメントシステム」の改訂

を行いました。 

また、「第三次豊島区役所地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」

を作成し、新たな CO2 排出量の削減目標を定め、今年度は基準年と

比べ 22.2％削減することができました。日本一の高密都市として、

まちの活力を維持しながら低炭素社会に向けた取組みを率先して推

進し、環境への負荷を最大限減らす都市を目指してまいります。 
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５－２ 数値目標の見直し 

平成 29 年 3 月に「第三次 豊島区役所地球温暖化対策実行計画（事

務事業編）」を改訂し、数値目標を見直しています。数値目標は年々厳

しくなっていますが、継続的な職員の環境配慮行動により、令和元年

度は温室効果ガス排出量を平成 27 年度と比較し 22.2％削減するこ

とができました。これは、令和 5 年度までの目標を達成したことにな

ります。しかし、この結果に甘んじることなく、今後もより一層ＣＯ2

削減・省エネ行動に取り組んでまいります。 

 

 

 

 

※基準年度は、比較しやすいよう庁舎が移転した平成 27 年度としています。 

平成 27 年度比で令和 5 年度までに CO2 排出量を 

19.3%以上（12,885t-CO2）削減する 
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